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○苫小牧市建築基準法施行細則 

昭和４３年５月１日 

規則第１９号 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）の施行につ

いては、建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号。以下「令」という。）及

び建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号。以下「施行規則」という。）

並びに苫小牧市建築基準法施行条例（昭和４３年条例第１１号。以下「条例」とい

う。）に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 

（適用除外） 

第１条の２ この規則の規定は、法第７７条の１８から第７７条の２１までの規定に

より国土交通大臣又は北海道知事が指定した者が行う次の各号の業務については、

第３条から第３条の８まで及び第６条の３の規定を除き適用しない。 

（１） 法第６条の２第１項（法第８７条第１項、法第８７条の４又は法第８８条

第１項若しくは第２項において準用する場合を含む。）の規定による確認又は法

第７条の２第１項（法第８７条の４又は法第８８条第１項若しくは第２項におい

て準用する場合を含む。）の検査 

（２） 法第１８条第４項（法第８７条第１項、法第８７条の４又は法第８８条第

１項若しくは第２項において準用する場合を含む。）の規定による審査又は法第

１８条第２３項（法第８７条の４又は法第８８条第１項若しくは第２項において

準用する場合を含む。）の検査 

（手続の特例） 

第２条 法、令、施行規則及びこの規則により申請又は届出をしようとする者が、未

成年者又は成年被後見人であるときはその法定代理人、被保佐人であるときはその

保佐人の氏名を記載し、法人であるときはその名称及び代表者の氏名を記載しなけ

ればならない。 

２ 申請又は届出をしようとする者が、建築主と相違する場合は、建築主の委任の旨

を証する書面を添付しなければならない。 
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（し尿浄化槽を設ける区域のうち衛生上特に支障がある区域の指定） 

第３条 令第３２条第１項第１号の表に規定するし尿浄化槽を設ける区域のうち衛

生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、苫小牧市全域（下水道法（昭

和３３年法律第７９号）第４条第１項の事業計画のある区域で特に市長が認めるも

のを除く。）とする。 

（建築設備等の構造計算の基準） 

第３条の２ 建築設備のうち法第２０条第１号から第３号までに掲げる建築物に設

ける屋上から突出する水槽、冷却塔、煙突その他これらに類するもの（以下「屋上

水槽等」という。）につき条例第１８条第２項に規定する構造計算をするときは、

次に掲げる基準によらなければならない。 

（１） 屋上水槽等及びその支持構造部、屋上水槽等の支持構造部への取付け部分

並びに屋上水槽等又はその支持構造部の建築物の構造耐力上主要な部分への取

付け部分は、荷重及び外力によつて当該部分に生じる力（次の表に掲げる式によ

つて計算した長期及び短期の各力をいう。）に対して安全上支障のないことを確

認すること。 

力の種類 荷重及び外力につい

て想定する状態 

計算式 備考 

長期に生じる力 常時 G＋P   

積雪時 G＋P＋S 

短期に生じる力 積雪時 G＋P＋S   

暴風時 G＋P＋W 水又はこれに類する

ものを貯蔵する屋上

水槽等にあつては、

水等の重量を積載荷

重から除くものとす

る。 

G＋P＋0.5S＋W 

地震時 G＋P＋0.5S＋K   

この表において、G、P、S、W及びKは、それぞれ次の力（軸方向力、曲げモーメン

ト、せん断力等をいう。）を表すものとする。 
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G 屋上水槽等及びその支持構造部の固定荷重によつて生じる力 

P 屋上水槽等の積載荷重によつて生じる力 

S 令第86条に規定する積雪荷重によつて生じる力 

W 風圧力によつて生じる力 

風圧力によつて生じる力を計算する場合において、風圧力は、次のアによる速

度圧に次のイに定める風力係数を乗じて計算した数値とするものとする。ただ

し、屋上水槽等又はその支持構造部の前面にルーバー等の有効な遮へい物がある

場合においては、当該数値から当該数値の4分の1を超えない数値を減じた数値と

することができる。 

ア 速度圧は、令第87条第2項の規定に準じて定めること。この場合において、

同項中「建築物の屋根の高さ」とあるのは、「屋上水槽等又はその支持構造部

の地盤面からの高さ」と読み替えるものとする。 

イ 風力係数は、令第87条第4項の規定に準じて定めること。 

K 地震力によつて生じる力 

地震力によつて生じる力を計算する場合において、地震力は、特別な調査又は

研究の結果に基づき定める場合のほか、次の式によつて計算した数値とするもの

とする。ただし、屋上水槽等又は屋上水槽等の部分の転倒、移動等による危害を

防止するための有効な措置が講じられている場合にあつては、当該数値から当該

数値の2分の1を超えない数値を減じた数値とすることができる。 

P＝kw 

（この式において、P、k及びwは、それぞれ次の数値を表すものとする。 

P 地震力（単位 ニュートン） 

k 水平震度（令第88条第1項に規定するZの数値に1.0以上の数値を乗じて

得た数値とする。） 

w 屋上水槽等及びその支持構造部の固定荷重と屋上水槽等の積載荷重と

の和に積雪荷重を加えた数値（単位 ニュートン）） 

（２） 屋上水槽等又はその支持構造部が緊結される建築物の構造上主要な部分は、

屋上水槽等又はその支持構造部から伝達される力に対して安全上支障のないこ

とを確認すること。 
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２ 法第８８条第１項に規定する工作物のうち、令第１３８条第１項第３号及び第４

号並びに第２項第１号に掲げる広告塔又は高架水槽等及び乗用エレベーター又は

エスカレーター（以下「工作物等」という。）につき条例第１８条第２項に規定す

る構造計算をするときは、次に掲げる基準によらなければならない。 

（１） 工作物等の構造耐力上主要な部分の各部分に生じる力を、次の表に掲げる

式によつて計算すること。 

力の種類 荷重及び外力について想定

する状態 

計算式 

長期に生じる力 常時 G＋P 

積雪時 G＋P＋S 

短期に生じる力 積雪時 G＋P＋S 

暴風時 G＋P＋W 

G＋P＋0.5S＋W 

地震時 G＋P＋0.5S＋K 

この表において、G、P、S、W及びKは、それぞれ次の力（軸方向力、曲げモーメン

ト、せん断力等をいう。）を表すものとする。 

G 工作物等の固定荷重によつて生じる力 

P 工作物等の積載荷重によつて生じる力 

S 令第86条に規定する積雪荷重によつて生じる力 

W 令第87条に規定する風圧力によつて生じる力（風圧力によつて生じる力を計算

する場合において、同条中「建築物の屋根の高さ」とあるのは、「工作物等の高

さ」と読み替えるものとする。） 

K 地震力によつて生じる力 

地震力によつて生じる力を計算する場合において、地震力は、次の式によつて

計算した数値とするものとする。ただし、工作物等の規模や構造形式に基づき振

動特性を考慮し、実況に応じた地震力を計算できる場合においては、当該荷重と

することができる。 

P＝kw 

（この式において、P、k及びwは、それぞれ次の数値を表すものとする。 
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P 地震力（単位 ニュートン） 

k 水平震度（令第88条第1項に規定するZの数値に0.5以上の数値を乗じて

得た数値とする。） 

w 工作物等の固定荷重と積載荷重との和に積雪荷重を加えた数値（単位

ニュートン）） 

（２） 前号の規定によつて計算した構造耐力上主要な部分の各部分に生じる力に

対し、構造耐力上安全であることを確かめること。 

（３） 工作物等の地下部分については、地下部分に作用する地震力により生じる

力及び地上部分から伝えられる地震力により生じる力に対して構造耐力上安全

であることを確かめること。構造耐力上安全であることを確かめる場合において、

地下部分に作用する地震力は、工作物等の地下部分の固定荷重と積載荷重との和

に次の式に適合する水平震度を乗じて計算するものとする。ただし、工作物等の

規模や構造形式に基づき振動特性を考慮し、実況に応じた地震力を計算できる場

合においては、当該荷重とすることができる。 

k≧０．１（１－（H／４０））Z 

（この式において、k、H及びZは、それぞれ次の数値を表すものとする。 

k 水平震度 

H 工作物等の地下部分の各部分の地盤面からの深さ（２０を超えるとき

は２０とする。）（単位 メートル） 

Z 令第８８条第１項に規定するZの数値） 

（積雪荷重） 

第３条の３ 令第８６条第３項に規定する垂直積雪量の数値は、７０センチメートル

とする。 

２ 令第８６条第４項に規定する屋根の積雪荷重の数値を計算すべき場合における

同条第１項の積雪荷重に乗ずべき数値は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号

に定める数値とすることができる。 

（１） 屋根ふき材が金属板の場合 １．６２から屋根の勾
こう

配の角度に０．０３を

乗じて得た数値を控除して得られる数値 

（２） 屋根ふき材が繊維強化セメント板の場合又はこれに類する材料で平滑にふ
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いた場合 １．５０から屋根の勾
こう

配の角度に０．０２５を乗じて得た数値を控除

して得られる数値 

（防寒構造） 

第３条の４ 条例第９条に規定する規則で定める防寒構造は、次に掲げるところによ

る。 

（１） ア又はイに掲げる要件に該当すること。 

ア 次に掲げる基準に適合していること。 

（ア） 住宅（重ね建住宅、連続建住宅及び共同住宅にあつては、住戸。以下

この条において同じ。）の熱損失係数（内外の温度差が１度である場合にお

いて、１平方メートル当たり流出する熱量をワットで表した数値をいう。以

下同じ。）は、１．８以下とすること。ただし、住宅の年間暖冷房負荷（１

年間における暖房負荷及び冷房負荷の合計をメガジュールで表した数値を、

住宅の床面積の合計を平方メートルで表した数値で除して得た数値をいう。

以下同じ。）を４７０以下とする場合にあつては、この限りでない。 

（イ） 住宅の床面積１平方メートル当たり相当隙間面積を５．０平方センチ

メートル以下とすること。 

イ 次に掲げる基準に適合していること。 

（ア） 屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じているものを除く。以下同じ。）

又はその直下の天井、外気等（外気又は外気に通じる床裏、小屋裏若しくは

天井裏をいう。以下同じ。）に接する天井、壁、床（地盤面をコンクリート

その他これに類する材料で覆つたもの又は床裏が外気に通じないもの（以下

「土間床等」という。）を除く。以下同じ。）及び開口部並びに外周が外気

等に接する土間床等については、断熱、結露防止及び気密のための措置を講

じた構造（以下「断熱構造」という。）とすること。ただし、次の表のいず

れかの項に該当するもの又はこれらに類するものについては、この限りでな

い。 

（1） 居室に面する部位が断熱構造となつている物置、車庫その他これらに類す

る空間の居室に面する部位以外の部位 

（2） 外気に通じる床裏、小屋裏又は天井裏に接する壁 
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（3） 断熱構造となつている外壁から突き出した軒、袖壁、ベランダその他これ

らに類するもの 

（イ） 躯
く

体（屋根又はその直下の天井、外気等に接する土間床等をいう。以

下同じ。）を（ア）に定めるところにより断熱構造とする場合にあつては、

躯
く

体の設計、断熱材の施工及び気密層（気密性の高い材で構成される層をい

う。）の施工について、別に定める基準によること。 

（ウ） 開口部を（ア）に定めるところにより断熱構造とする場合にあつては、

開口部の熱貫流率（内外の温度差が１度である場合において、１平方メート

ル当たり貫流する熱量をワットで表した数値をいう。以下同じ。）並びに開

口部の建具の性能及び施工について、別に定める基準によること。 

（２） 住宅における適性な換気量を確保するため、換気回数を住宅全体で１時間

につき０．５回以上とすることを設計条件として、全般換気（生活用品又は建材

から発生する化学物質又は臭気、生活に伴い発生する水蒸気その他一般的に想定

される室内空気汚染物質の排出のための住宅全体を対象とした換気をいう。以下

同じ。）のための換気計画（新鮮空気（室内空気汚染物質を含まないとみなすこ

とができる外気をいう。）の流入及び流出の経路を考慮してなされる全般換気及

び局所換気（汚染物質が発生する場所の局部的な換気をいう。）のための計画を

いう。）を策定し、当該計画に基づいた設計及び施工を行うこと。 

２ 前項第１号ア（ア）の熱損失係数及び年間暖冷房負荷並びに同号ア（イ）の床面

積１平方メートル当たり相当隙間面積の算出方法は、別に定めるところによる。 

（条例第１４条第１項に規定する規則で定める準耐火建築物） 

第３条の５ 条例第１４条第１項に規定する規則で定める準耐火建築物は、令第１０

９条の３第１号に掲げる技術的基準に適合するもの（同条第２号に掲げる技術的基

準に適合するものを除く。）とする。 

（百貨店と道路との関係） 

第３条の６ 条例第２４条に規定する市長が安全上支障がないものとして規則で定

める場合は、次に掲げる要件に該当する場合とする。 

（１） 敷地の外周の５分の１以上が道路に面すること。 

（２） 建築物の主要な出入口の存する面と異なる面に、避難上有効な出入口（避
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難上有効な位置にあり、かつ、避難上有効な幅を有する出入口をいう。以下同じ。）

を設けること。 

（３） 避難上有効な出入口が、道路に有効に通じる幅員６メートル以上の敷地内

通路に面すること。 

（４） 敷地には、前号に規定する敷地内通路の出入口のほか、道路に有効に通じ

る幅６メートル以上の出入口を設けること。 

２ 法第４３条第２項第２号の規定により特定行政庁の許可を受けた百貨店に対す

る前項第１号、第３号及び第４号の規定の適用については、これらの規定中「道路」

とあるのは、「法第４３条第２項第２号の規定による許可に係る道又は道路若しく

は道に通じる通行可能な空地若しくは通路」とする。 

（街区の角にある敷地等の指定） 

第３条の７ 法第５３条第３項第２号の規定により指定する街区の角にある敷地又

はこれに準ずる敷地は、次のとおりとする。 

（１） おのおのの幅員が６メートル以上、かつ、その和が１８メートル以上で、

その内角が１３５度以下の２つの道路によつてできた角敷地で、その敷地の周囲

の長さの３分の１以上がそれらの道路に接しているもの 

（２） おのおの幅員が６メートル以上、かつ、その和が１８メートル以上の２つ

の道路にはさまれた敷地で、その敷地の周囲の長さの３分の１以上がそれらの道

路に接し、かつ、８分の１以上がおのおのの道路に接するもの 

（３） 幅員が６メートル以上の道路と公園、広場、河川等に接し、前各号に準じ

るもの 

（前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退

距離の算定の特例） 

第３条の８ 令第１３０条の１２第５号の規則で定める建築物の部分は、公共用歩廊

及び道路の上空に設けられた渡り廊下と接続する敷地内の部分とする。 

第４条及び第５条 削除 

第２章 手続 

（確認申請書等の添付書類） 

第６条 条例第４条の２の規定の適用を受ける建築物に係る確認申請書又は計画通
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知書には、その計画に係る建築物の敷地とがけ（高さ２メートルを超えるものに限

る。）との状況を示す断面図（がけの形状又は土質についても記載してあるもの）

を添えなければならない。 

２ 工場若しくは危険物の貯蔵場若しくは処理場の用途に供する建築物又は令第１

３８条第３項第１号若しくは第５号に掲げる工作物に係る確認申請書又は計画通

知書には、工場・危険物調書（第１号様式）を添えなければならない。 

３ 法第４８条第１項から第１３項までのただし書又は法第５１条ただし書（法第８

７条第２項若しくは第３項又は法第８８条第２項においてこれらの規定を準用す

る場合を含む。）に規定する許可を受けて増築し、又は用途を変更する場合及び法

第５１条に規定する建築物について令第１３０条の２の３第１項各号に定める規

模の範囲内において増築し、又は用途を変更する場合の確認申請書又は計画通知書

には、既存建築物実態調書（第２号様式）を添えなければならない。 

４ 法第８６条の７に規定する建築物について令第１３７条の２から第１３７条の

１５までに定める規模の範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模

様替えをする場合の確認申請書又は計画通知書には、既存建築物実態調書を添えな

ければならない。 

５ 法第８７条第３項第３号に規定する建築物について令第１３７条の１９第２項

に定める規模の範囲内において用途を変更する場合の確認申請書又は計画通知書

には、既存建築物実態調書を添えなければならない。 

６ 確認申請書又は計画通知書にし尿浄化槽の申請が含まれる場合は、し尿浄化槽確

認申請設計概要書（第３号様式）を添えなければならない。 

（添付すべき図書の省略） 

第６条の２ 施行規則第１条の３第１項又は施行規則第３条第１項の規定により構

造詳細図を添付することとされている建築物又は工作物に係る確認の申請をする

場合において、当該申請に係る設計図書が建築士の作成したものであり、かつ、当

該構造詳細図に示すべき事項を２面以上の断面図に示してあるときは、当該構造詳

細図の添付を省略することができる。 

２ 敷地を異にする２以上の建築物でその平面計画、規模及び構造が同一であるもの

について確認申請書を同時に２以上提出する場合は、敷地の位置が相互に近接して
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いるときに限り、施行規則第１条の３第１項の表１の（ろ）項及び（は）項に掲げ

る図書は、一つの申請書にのみ添付し、その他の申請書には添付することを省略す

ることができる。ただし、建築主事が必要があると認めて指示したときは、この限

りでない。 

（建築物の建築に関する確認の特例） 

第６条の３ 令第１０条第３号ハ又は第４号ハの規定により、条例の規定のうち規則

で定める規定は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定め

る規定とする。 

（１） 令第１０条第３号に規定する建築物 条例第９条、条例第１０条、条例第

１５条、条例第３２条第２項及び第３項並びに条例第３３条の規定 

（２） 令第１０条第４号に規定する建築物 条例第９条、条例第１０条、条例第

１５条第１項及び第３項、条例第３２条第３項（第３号を除く。）並びに条例第

４１条の規定 

（国等の建築物の特例） 

第６条の４ 法第１８条に規定する国等の建築物については、第２条及び第１６条か

ら第１８条までの規定は、適用しない。 

（建築物の建築等に係る許可申請書の添付書類） 

第７条 施行規則第１０条の４第１項に規定する許可に係る申請書に添える同項の

規則で定める図書又は書面は、施行規則第１条の３第１項の表１の明示すべき事項

の欄に掲げる事項を記載した付近見取図、配置図、各階平面図、立面図及び市長が

必要と認めて指示した資料（以下この条において「付近見取図等」という。）とす

る。 

２ 工場又は危険物の貯蔵場若しくは処理場の用途に供する建築物に係る次の各号

の許可に係る申請書には、付近見取図等のほか、工場・危険物調書を添えなければ

ならない。 

（１） 法第４８条第１項から第１３項までのただし書（法第８７条第２項又は第

３項においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定による許可 

（２） 法第５１条ただし書（法第８７条第２項又は第３項において準用する場合

を含む。）の規定による許可 
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（３） 法第８５条第３項、第６項又は第７項の規定による許可 

３ 建築物を増築し、又は用途を変更する場合の前項第１号若しくは第２号の許可又

は法第８７条の３第３項、第６項若しくは第７項の規定による許可に係る申請書に

は、付近見取図等のほか、既存建築物実態調書を添えなければならない。 

（工作物の築造に係る許可申請書の添付書類） 

第７条の２ 施行規則第１０条の４第４項に規定する許可に係る申請書に添える同

項の規則で定める図書は、施行規則第３条第２項の表の明示すべき事項の欄に掲げ

る事項を記載した付近見取図、配置図、平面図又は横断面図及び側面図又は縦断面

図並びに市長が必要と認めて指示した資料とする。 

２ 令第１３８条第３項第１号又は第５号に掲げる工作物に係る前項に規定する許

可に係る申請書には、前項に定める図書のほか、工場・危険物調書を添えなければ

ならない。 

（認定申請及び添付書類） 

第７条の３ 次に掲げる認定を受けようとする者は、認定申請書（第４号様式）に施

行規則第１条の３第１項の表１の明示すべき事項の欄に掲げる事項を記載した付

近見取図、配置図、各階平面図、２面以上の立面図及び断面図並びに市長が必要と

認めて指示した資料を添えて、申請しなければならない。 

（１） 法第３条第１項第４号の規定による認定 

（２） 条例第２条第１項ただし書（条例第３条第３項において準用する場合を含

む。）の規定による認定 

（３） 条例第４条ただし書の規定による認定 

（４） 条例第２０条ただし書の規定による認定 

（５） 条例第３０条第１項ただし書の規定による認定 

（６） 条例第４５条の規定による認定 

（７） 条例第４６条の規定による認定 

（８） 条例第５３条の規定による認定 

２ 施行規則第１０条の４の２第１項に規定する認定に係る申請書に添える同項の

規則で定める図書は、施行規則第１条の３第１項の表１の明示すべき事項の欄に掲

げる事項を記載した付近見取図、配置図、各階平面図、２面以上の立面図及び断面
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図並びに市長が必要と認めて指示した資料とする。 

（一の敷地とみなすことによる制限の緩和に係る認定申請書等の添付書類） 

第８条 施行規則第１０条の１６第１項第３号に規定する対象区域内の土地につい

て所有権若しくは借地権を有する者の同意を得たことを証する書面、同条第３項第

２号に規定する公告認定対象区域内にある土地について所有権若しくは借地権を

有する者の同意を得たことを証する書面又は施行規則第１０条の２１第１項第２

号に規定する取消対象区域内の土地について所有権若しくは借地権を有する者全

員の合意を証する書面は、一敷地内認定（許可）建築物の認定・許可（取消し）に

関する同意（合意）書（第５号様式）によるものとする。 

２ 施行規則第１０条の１６第１項から第３項までに規定する認定又は許可に係る

申請書に添える同条第１項第４号、第２項第３号又は第３項第３号の規則で定める

図書又は書面及び施行規則第１０条の２１第１項に規定する認定又は許可の取消

しに係る申請書に添える同項第３号の規則で定める図書又は書面は、市長が必要と

認めて指示した資料とする。 

（許可の内容等の変更） 

第９条 第７条、第７条の２、第７条の３第２項又は前条第２項に規定する許可又は

認定を受けた建築物又は工作物について、当該許可又は認定に係る内容を変更しよ

うとする者は、許可・認定内容変更承認申請書（第６号様式）に変更前の建築物又

は工作物に係る許可若しくは認定及びその変更の内容を明らかにした設計図書を

添えて市長の承認を受けなければならない。ただし、設計図書の記載事項に変更が

ない場合は、当該設計図書を添えることを要しない。 

２ 法第６条第１項（法第８７条第１項、第８７条の４又は第８８条第１項若しくは

第２項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定により確

認を受けた建築物等について工事の完了前に当該確認に係る内容に関し同項の規

定により計画の変更に係る確認を要する変更以外の変更をしようとする者は、確認

を受けた内容の変更届（第７号様式）を、変更前の建築物等に係る確認済証、変更

の内容を明らかにした設計図書及び建築計画概要書を添えて、建築主事に提出しな

ければならない。ただし、設計図書又は建築計画概要書の記載事項に変更がない場

合は、これら図書を添えることを要しない。 



13/48 

（道路の位置の指定及びその変更又は廃止の申請） 

第１０条 施行規則第９条の規定による申請は、道路の位置の指定（変更・廃止）申

請書（第８号様式）により行うものとする。 

２ 法第４２条第１項第５号の規定により指定を受けた道路を廃止し、又はその位置

を変更しようとする場合は、指定の申請の手続に準じて道路以外の敷地となる土地

及びそれらの土地に接する土地の所有者及びその土地又はその土地にある建築物

若しくは工作物に関して権利を有する者の承諾書を添えて市長に提出しなければ

ならない。 

３ 法第４２条第１項第５号の規定により指定を受けた者又は前項の申請により変

更を認められた者は、指定又は変更の通知のあつた日から６月以内にその道路の築

造を完了し、築造届（第９号様式）を市長に届け出て検査を受けなければならない。 

４ 法第４２条第１項第５号の規定により築造した道路は、当該道路の曲り角及び終

端の両側に断面１０センチメートル角、長さ４５センチメートル以上のコンクリー

ト若しくは石の標杭を埋設し、又は道路の排水に有効な側溝を設ける等の方法によ

り、その位置を標示しなければならない。 

５ 第１項及び第２項により築造した道路は、その位置及び幅員を常に有効に保持し、

かつ、公共の用に供し得るものでなければならない。 

（許可、認定又は承認の通知） 

第１１条 市長又は建築主事は、申請に対して許可、認定若しくは承認をしたとき又

は許可、認定若しくは承認ができないときは、所要の事項を記載し、申請者に通知

しなければならない。 

（名義変更、取り下げ又は取りやめの届出） 

第１２条 許可、認定又は確認（第８条第２項に規定する認定又は許可を除く。）を

受けた建築主は、法第７条第５項（法第８７条の４又は第８８条第１項若しくは第

２項において準用する場合を含む。）に規定する検査済証の交付を受ける前（応急

仮設建築物に係る存続の許可の場合にあつては、その存続期間の満了する前）にそ

の名義を変更したときは、遅滞なく、名義変更届（第１０号様式）を、許可若しく

は認定に係る通知書又は確認済証を添えて、市長又は建築主事に提出しなければな

らない。 
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２ 建築主は、許可、認定、指定（以下「許可等」という。）又は確認を受けようと

して提出した申請書を許可等に係る通知書又は確認済証の交付を受ける前に取り

下げるときは、取り下げ届（第１１号様式）を市長又は建築主事に提出しなければ

ならない。 

３ 建築主は、許可又は確認を受けた行為を取りやめたときは、遅滞なく、許可に係

る通知書又は確認済証を添えて、取りやめ届（第１２号様式）を市長又は建築主事

に提出しなければならない。 

（維持保全に関する準則又は計画の作成等を要する建築物） 

第１３条 法第８条第２項第２号の特定行政庁が指定する建築物は、第１６条第２項

に規定する特定建築物（法第８条第２項第１号に該当する特殊建築物を除く。）と

する。 

第１４条及び第１５条 削除 

（特定建築物の定期報告） 

第１６条 法第１２条第１項の安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして

令で定める建築物に係る施行規則第５条第１項に規定する特定行政庁が定める報

告の時期は、次に掲げる期間とする。 

（１） 令第１６条第１項第１号及び第２号に掲げる建築物にあつては、平成２９

年以後３年ごとの４月１日から９月３０日まで 

（２） 令第１６条第１項第３号に掲げる建築物（病院、診療所又は児童福祉施設

等（令第１９条第１項に規定する児童福祉施設等をいう。次項において同じ。）

の用途に供するものに限る。）にあつては、平成２８年以後３年ごとの４月１日

から９月３０日まで 

（３） 令第１６条第１項第３号に掲げる建築物（ホテル又は旅館の用途に供する

ものに限る。）にあつては、平成３０年以後３年ごとの４月１日から９月３０日

まで 

（４） 令第１６条第１項第３号に掲げる建築物（共同住宅又は寄宿舎の用途に供

するものに限る。）にあつては、平成２９年以後３年ごとの４月１日から９月３

０日まで 

（５） 令第１６条第１項第３号に掲げる建築物（法別表第１（い）欄（四）項に
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掲げる用途に供するものに限る。）にあつては、毎年の４月１日から９月３０日

まで 

（６） 令第１６条第１項第４号に掲げる建築物（体育館の用途に供するものに限

る。）にあつては、平成２８年以後３年ごとの４月１日から９月３０日まで 

（７） 令第１６条第１項第４号に掲げる建築物（令第１１５条の３第２号に掲げ

るものの用途に供するものに限る。）にあつては、平成３０年以後３年ごとの４

月１日から９月３０日まで 

２ 法第１２条第１項の特定行政庁が指定する特定建築物は、次の表の左欄に掲げる

用途に供するもので、その用途に供する部分がそれぞれ同表の中欄に掲げる要件に

該当するもの（同項の安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして令で定

める建築物を除く。）とし、当該特定建築物に係る施行規則第５条第１項の特定行

政庁が定める報告の時期は、それぞれ同表の右欄に掲げる期間とする。 

用途 要件 報告の時期 

劇場、映画館、演芸場、

観覧場（屋外観覧場を除

く。）、公会堂又は集会

場 

次のいずれかに該当するもの 

1 3階以上の階にあるもの（床面積の合

計が100平方メートル以下のものを除

く。以下この表において同じ。） 

2 床面積（客席又は集会室の部分に限

る。）の合計が200平方メートルを超

えるもの 

平成29年以後3年

ごとの4月1日から

9月30日まで 

病院、診療所（患者の収

容施設があるものに限

る。）又は児童福祉施設

等 

次のいずれかに該当するもの 

1 3階以上の階にあるもの 

2 床面積の合計が500平方メートル（児

童福祉施設等で収容施設のないもの

にあつては、1,000平方メートル）を

超えるもの 

平成28年以後3年

ごとの4月1日から

9月30日まで 

ホテル又は旅館 次のいずれかに該当するもの 

1 3階以上の階にあるもの 

2 床面積の合計が300平方メートルを

平成30年以後3年

ごとの4月1日から

9月30日まで 
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超えるもの 

下宿、共同住宅又は寄宿

舎 

3階以上のものであつて、かつ、床面積

の合計が1,000平方メートルを超えるも

の 

平成29年以後3年

ごとの4月1日から

9月30日まで 

学校又は体育館 次のいずれかに該当するもの 

1 3階以上の階にあるもの 

2 床面積の合計が5,000平方メートル

を超えるもの 

平成28年以後3年

ごとの4月1日から

9月30日まで 

ボーリング場、スキー場、

スケート場、水泳場又は

スポーツの練習場 

次のいずれかに該当するもの 

1 3階以上の階にあるもの 

2 床面積の合計が2,000平方メートル

を超えるもの 

平成30年以後3年

ごとの4月1日から

9月30日まで 

百貨店、マーケット又は

物品販売業を営む店舗

（床面積が10平方メート

ル以内のものを除く。）

次のいずれかに該当するもの 

1 3階以上の階にあるもの 

2 床面積の合計が1,000平方メートル

を超えるもの 

毎年の4月1日から

9月30日まで 

キャバレー、カフェー、

ナイトクラブ、バー、ダ

ンスホール、遊技場、公

衆浴場、待合、料理店又

は飲食店 

次のいずれかに該当するもの 

1 3階以上の階にあるもの 

2 床面積の合計が500平方メートルを

超えるもの 

毎年の4月1日から

9月30日まで 

事務所その他これに類す

るもの 

5階以上のものであつて、かつ、床面積

の合計が1,500平方メートルを超えるも

の 

平成30年以後3年

ごとの4月1日から

9月30日まで 

３ 法第１２条第１項の規定による報告は、当該報告の日前３月以内に調査し、作成

したものによつてしなければならない。 

（特定建築設備等の定期報告） 

第１７条 法第１２条第３項の特定行政庁が指定する特定建築設備等は、前条第２項

の表の左欄に掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分がそれぞれ同表
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の中欄に掲げる要件に該当するものに設けられた機械換気設備（中央管理方式の空

気調和設備並びに法第２８条第２項ただし書及び同条第３項の規定により設けら

れた機械換気設備に限る。）、機械排煙設備（法第３５条の規定により設けられた

機械排煙設備に限る。）及び非常用の照明装置（法第３５条の規定により設けられ

た非常照明装置に限る。）とする。 

第１８条 施行規則第６条第１項に規定する特定行政庁が定める報告の時期は、毎年

における次に掲げる期間とする。 

（１） 令第１６条第３項第１号に掲げる昇降機にあつては、次に掲げる場合の区

分に応じ、それぞれ次に定める期間 

ア 基準月（法第７条第５項又は法第７条の２第５項（法第８７条の４において

これらの規定を準用する場合を含む。）の規定による検査済証の交付を受けた

日の属する月をいう。以下この号において同じ。）が１月又は６月から１２月

までである場合 当該基準月の２月前の月の１日から当該基準月の末日まで 

イ 基準月が２月から５月までである場合 ４月１日から６月３０日まで 

（２） 令第１６条第３項第２号に掲げる防火設備にあつては、４月１日から９月

３０日まで 

（３） 前条の特定建築設備等にあつては、４月１日から９月３０日まで 

２ 法第１２条第３項の規定による報告は、当該報告の日前３月以内に検査し、作成

したものによつてしなければならない。 

（工作物の定期報告） 

第１８条の２ 施行規則第６条の２の２第１項に規定する特定行政庁が定める報告

の時期は、毎年における次に掲げる期間とする。 

（１） 令第１３８条第２項第１号に掲げるものにあつては、４月１日から９月３

０日まで 

（２） 令第１３８条第２項第２号及び第３号に掲げるものにあつては、４月１日

から６月３０日まで 

２ 法第８８条第１項において準用する法第１２条第１項又は第３項の規定による

報告は、当該報告の日前３月以内に検査し、作成したものによつてしなければなら

ない。 
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（違反建築物等の公告） 

第１９条 法第９条第１３項（法第１０条第４項又は法第８８条第１項、第２項若し

くは第４項又は法第９０条の２第２項において準用する場合を含む。）の規定によ

る公告の標識は、第１３号様式により当該建築場所に設置するものとする。 

（工事監理者の表示） 

第２０条 法第５条の６第４項の規定により建築主が工事監理者を定めたときは、当

該工事現場の見やすい場所に工事監理者たる建築士の名称、登録番号及び氏名を表

示しなければならない。 

（不適合建築物等の届出） 

第２１条 既存の建築物又は当該建築物の部分が用途地域、高度利用地区又は防火地

域若しくは準防火地域に関する都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第４条第

１項に規定する都市計画（次項において「都市計画」という。）の決定又は変更に

より法第４８条第１項から第１３項まで、法第５２条第１項、第２項、第７項若し

くは第８項、法第５９条第１項又は法第６１条の規定に適合しなくなつた場合は、

当該建築物の所有者又は管理者は、当該決定又は変更の日における当該建築物又は

建築物の部分の状況を既存建築物の実態届出書（第１４号様式）により当該決定又

は変更の日から３０日以内に市長に届け出なければならない。 

２ 既存の工作物が用途地域に関する都市計画の決定又は変更により法第８８条第

２項において準用する法第４８条第１項から第１１項までの規定に適合しなくな

つた場合は、当該工作物の所有者又は管理者は、当該決定又は変更の日における当

該工作物の状況を既存工作物の実態届出書（第１５号様式）により当該決定又は変

更の日から３０日以内に市長に届け出なければならない。 

３ 第１項の規定は現に工事中の建築物又は建築物の部分について、前項の規定は現

に工事中の工作物について準用する。この場合において、第１項中「所有者又は管

理者」とあるのは「建築主」と、「当該決定又は変更の日」とあるのは「当該工事

の完了の日」と、前項中「所有者又は管理者」とあるのは「築造主」と、「当該決

定又は変更の日」とあるのは「当該工事の完了の日」と読み替えるものとする。 

（報告に関する書類の保存期間） 

第２２条 施行規則第６条の３第５項第２号の特定行政庁が定める期間は、同条第２
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項第７号から第９号までの書類の提出を受けた日から同日後最初に到来する第１

６条第１項及び第２項、第１８条第１項並びに第１８条の２第１項に規定する報告

の時期の期間の末日（当該期間内に施行規則第６条の３第２項第７号から第９号ま

での書類の提出がなかつたときは、当該書類の提出を受けた日）又は当該報告に係

る建築物等が滅失し、若しくは除却された日のいずれか早い日までの期間とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（建築設備等の届出） 

２ この規則の施行の際、工事中又は現に存する第１８条第１項に規定する建築設備

等の所有者又は建築主は、昭和４３年６月末日までに別記第１８号様式により市長

に届け出なければならない。 

（定期報告の始期） 

３ この規則の施行後、最初に行なう法第１２条第１項の規定による報告は、次の各

号に定める年から施行する。 

（１） 第１８条第１項の表中（１）の項及び（２）の項に掲げる建築物にあつて

は、昭和４５年 

（２） 第１８条第１項の表中（３）の項に掲げる建築物にあつては、昭和４３年 

（３） 第１８条第１項の表中（４）の項から（７）の項までに掲げる建築物にあ

つては、昭和４４年 

（令和２年４月から令和３年１月までの間の報告に係る昇降機に関する特例） 

４ 令第１６条第３項第１号に掲げる昇降機について令和２年４月１日から令和３

年１月３１日までの間に法第１２条第３項の規定による報告が行われた場合にお

ける当該昇降機に係る第１８条第１項の規定の適用については、同項第１号ア中

「法第７条第５項又は法第７条の２第５項（法第８７条の４においてこれらの規定

を準用する場合を含む。）の規定による検査済証の交付を受けた日」とあるのは、

「令和２年４月１日から令和３年１月３１日までの間に行われた報告の日」とする。 

附 則（昭和４９年３月２７日規則第７号改正） 

（施行期日） 
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１ この規則は、公布の日から施行する。 

（定期報告の始期） 

２ この規則の施行後最初に行なう法第１２条第１項及び第２項の規定による報告

は、次の各号に定める年から施行する。 

（１） 第１６条第１項の表の（１）項及び（６）項に掲げる建築物にあつては、

昭和４９年 

（２） 第１６条第１項の表の（２）項及び（５）項に掲げる建築物にあつては、

昭和５０年 

（３） 第１６条第１項の表の（３）項及び（４）項に掲げる建築物にあつては、

昭和５１年 

（４） 第１７条第１項各号及び第２項各号に掲げる建築物設備等にあつては、昭

和４９年 

附 則（昭和５２年１０月２０日規則第４５号改正） 

この規則は、昭和５２年１１月１日から施行する。 

附 則（昭和５５年３月３１日規則第７号改正） 

（施行期日） 

１ この規則は、昭和５５年４月１日から施行する。 

（定期報告の始期） 

２ この規則の施行後最初に行う建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第１２条

第１項及び第２項の規定による報告は、次の各号に定める年から施行する。 

（１） この規則による改正後の苫小牧市建築基準法施行細則（以下「改正後の規

則」という。）第１６条第１項の表の（ア）欄に掲げる用途に供する建築物であ

つて地下街に存するもの（床面積の合計が１，５００平方メートル以下の地下街

に存するものを除く。以下「地下街建築物」という。）にあつては、昭和５５年 

（２） 改正後の規則第１６条第１項の表の（ア）欄の（２）項、（５）項及び（７）

項に掲げる用途に供する建築物（地下街建築物を除く。）にあつては、昭和５５

年（第１６条第１項の＃欄（２）項に掲げる病院又は診療所の用途に供する建築

物（地下街建築物を除く。）にあつては、昭和５８年） 

（３） 改正後の規則第１６条第１項の表の（ア）欄の（１）項及び（４）項に掲
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げる用途に供する建築物（地下街建築物を除く。）にあつては、昭和５６年 

（４） 改正後の規則第１６条第１項の表の（ア）欄の（３）項及び（６）項に掲

げる用途に供する建築物（地下街建築物を除く。）にあつては、昭和５７年 

（５） 改正後の規則第１７条第１項各号及び第２項各号に掲げる建築設備等にあ

つては、昭和５５年 

附 則（昭和５９年４月２３日規則第２４号改正） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和６１年３月２８日規則第７号改正） 

この規則は、昭和６１年４月１日から施行する。 

附 則（昭和６２年１２月３０日規則第３４号改正） 

この規則は、昭和６３年１月１日から施行する。 

附 則（平成５年６月２５日規則第２７号改正） 

１ この規則は、平成５年６月２５日から施行する。 

２ 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律（平成４年法律第８２号）第１

条の規定による改正後の都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２章の規定に

よる用途地域に関する都市計画の決定に係る告示の日までの間は、この規則による

改正後の苫小牧市建築基準法施行細則第６条第３項、第７条第１項第３号及び第６

号、第７条の２第１項、第７条の３、第８条第１項（法第８６条第１０項に関する

部分に限る。）、第２１条並びに第２２条の規定は適用せず、この条例による改正

前の苫小牧市建築基準法施行細則第６条第３項、第７条第１項第３号、第７条の２、

第７条の３、第８条第１項（法第８６条第９項に関する部分に限る。）、第２１条

及び第２２条の規定は、なおその効力を有する。 

附 則（平成６年１０月１１日規則第３７号改正） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成９年５月２７日規則第２３号改正） 

この規則は、平成９年６月１日から施行する。 

附 則（平成９年６月２７日規則第３０号改正） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１０年８月７日規則第３２号改正） 
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この規則は、平成１０年１０月１日から施行する。 

附 則（平成１１年３月３１日規則第１３号改正抄） 

１ この規則は、平成１１年４月１日から施行する。 

附 則（平成１１年４月３０日規則第２０号改正） 

この規則は、平成１１年５月１日から施行する。 

附 則（平成１２年３月２７日規則第５号改正） 

この規則は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則（平成１２年３月３１日規則第６号改正） 

この規則は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則（平成１２年１２月２８日規則第４５号改正） 

この規則は、平成１３年１月６日から施行する。 

附 則（平成１３年１月３１日規則第１号改正） 

この規則は、平成１３年２月１日から施行する。ただし、第３条の２第１項の改正

規定及び第１４号様式から第１５号様式の２までの改正規定は、同年４月１日から施

行する。 

附 則（平成１３年１２月２８日規則第４９号改正） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１５年３月３１日規則第１５号改正） 

この規則は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則（平成１６年３月３１日規則第１１号改正） 

この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年４月１日規則第１７号改正） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１７年５月３１日規則第２２号改正） 

この規則は、平成１７年６月１日から施行する。 

附 則（平成１９年３月３０日規則第１７号改正） 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年３月３１日規則第１９号改正） 

１ この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 
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２ この規則による改正後の苫小牧市建築基準法施行細則の規定は、この規則の施行

の日以後に建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第１２条第１項又は第３項（同

法第８８条第１項において準用する場合を含む。）に規定する調査又は検査（以下

「調査等」という。）を開始するものに係るこれらの規定による報告（以下「報告」

という。）について適用し、同日前に調査等を開始したものに係る報告については、

なお従前の例による。 

附 則（平成２６年１２月１８日規則第４７号改正） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２７年７月６日規則第１８号改正） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２８年５月３１日規則第２２号改正） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２８年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の建築基準法施行細則（以下「改正後の規則」という。）

第１６条第１項若しくは第２項、第１８条第１項又は第１８条の２第１項の規定に

より平成２８年中に行うこととなる建築基準法の一部を改正する法律（平成２６年

法律第５４号）による改正後の建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）（以下「改

正後の法」という。）第１２条第１項又は第３項（これらの規定を改正後の法第８

８条第１項において準用する場合を含む。）の規定による報告は、これらの規定に

かかわらず、この規則の施行の日から平成２９年３月３１日までに行うものとする。 

３ 建築基準法施行規則等の一部を改正する省令（平成２８年国土交通省令第１０

号）附則第２条第４項に規定する小荷物専用昇降機及び防火設備に関する改正後の

法第１２条第３項の規定による報告に対する改正後の規則第１８条第１項の規定

の適用については、平成３１年３月３１日までの間は、同項中「毎年における次に」

とあるのは「次に」と、同項第１号中「前回の報告の日（建築主が当該昇降機を新

たに設置した場合における最初の報告（施行規則第６条第１項の規定により除かれ

た時期の直後のものをいう。）にあつては、法第７条第５項又は法第７条の２第５

項（法第８７条の２において準用する場合を含む。）の規定による検査済証の交付



24/48 

を受けた日）の属する月の２月前の月の１日から当該属する月の２月後の月（この

月が報告すべき年の次の年に属することとなる場合にあつては、報告すべき年の１

２月）の末日」とあるのは「平成３０年４月１日から同年１２月３１日」と、同項

第２号中「４月１日から９月３０日」とあるのは「平成３０年４月１日から同年９

月３０日」とする。 

附 則（平成３０年３月３０日規則第７号改正） 

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年１２月２１日規則第３６号改正） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和元年９月２５日規則第７号改正） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和２年３月３０日規則第６号改正） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

（１） 第１６条第１項第５号の改正規定 公布の日 

（２） 次項の規定 令和２年４月１日 

２ この規則による改正前の苫小牧市建築基準法施行細則（以下「改正前の規則」と

いう。）第１８条第１項（第１号に係る部分に限る。）の規定によりこの規則の施

行の日前に行うこととされる建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第１２条第

３項の規定による報告は、改正前の規則第１８条第１項の規定にかかわらず、令和

２年４月１日から令和３年１月３１日までの間に行わなければならない。 

附 則（令和３年７月３１日規則第１６号改正） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和３年８月１日から施行する。ただし、第２３条中苫小牧市建築

基準法施行細則第２２条の改正規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式（次項に

おいて「旧様式」という。）により使用されている書類は、この規則による改正後

のそれぞれの規則の様式によるものとみなす。 
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３ この規則の施行の際現に旧様式により作成されている用紙は、当分の間、これを

取り繕って使用することができる。 

附 則（令和４年９月２８日規則第２１号改正） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和６年１１月２９日規則第３０号改正） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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第１号様式（第６条、第７条、第７条の２関係） 

第２号様式 

第３号様式（第６条関係） 

第４号様式（第７条の３関係） 

第５号様式（第８条関係） 

第６号様式（第９条関係） 

第７号様式（第９条関係） 

第８号様式（第１０条関係） 

第８号様式（第１０条関係） 

第８号様式（第１０条関係） 

第９号様式（第１０条関係） 

第１０号様式（第１２条関係） 

第１１号様式（第１２条関係） 

第１２号様式（第１２条関係） 

第１３号様式（第１９条関係） 

第１４号様式（第２１条関係） 

第１５号様式（第２１条関係） 


